
- 9 -

建設部 建設政策課 技術管理室 

【取組番号 16】 

県では、昭和 62 年から低入札価格調査制度を導入し、平成 15 年度から現行の試行要領に

より運用しているが、受発注者の事務負担軽減のため、令和２年度からペナルティのない「事前辞

退届」の提出が可能となり、さらに令和５年３月からは、電子入札システム内で事前辞退を申請で

きるようになったことから、辞退件数が急増した。また、最近では、自ら積算の廃止や受注者の積算

精度の向上により、応札額が調査基準価格の上限値付近に集中し、そこからわずかに下回った価

格でも低入札調査の対象となる事例が発生するなど、課題が生じていることから、調査基準及び失

格基準価格の算定方法を見直すこととした。 

１ 見直し方針（案）＜再掲＞ 

前回審議会以降、複数の定数により入札シミュレーションを実施した結果から、次の案により見直

しを進めることとしたい 

○ 入札状況の分析結果や他県の動向等を踏まえ、下記の方針により低入札価格調査

制度の調査基準価格及び失格基準価格の算定方法を見直す。

➢ 見直しにあたっては、市場の実勢価格を反映し、労働賃金の適正な水準や企業

の適正な利潤を確保するという、長野県のこれまでの取組方針を踏まえ、「変動

制」は維持する。

➢ 算定方法について、算定対象の入札者が５者以上の場合は、その平均価格か

ら「標準偏差×定数」を減算した価格を調査基準価格、失格基準価格とする。

➢ 一昨年６月の担い手３法の改正を踏まえ、算定方法見直し後の適正な水準の

労務費等を確保するため、調査基準価格、失格基準価格の下限値を引き上げ

るとともに、上限値は設定しない。

➢ 算定対象の入札者が５者未満の場合は、５者以上の場合の下限値を調査基

準価格、失格基準価格とする。

➢ 受注希望型、総合評価落札方式ともに同じ算定方法の適用を検討。
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